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＊　海外の取り組み　＊
　＜Ｅ　Ｕ＞　　 大許容値、行動指針値、目標値の設定
　＜アメリカ＞　
　　　①　魚のダイオキシン類濃度と摂取許容回数（ＥＰＡ）　（ピコグラム/ｇ）

　　

　　　②　五大湖における特別忠告・・・（表１）

　

０．６～１．２まで０．５回

１．２～０回

０．３～０．６まで１回

０．２～０．３まで２回

０．１５～０．２まで３回

０．０７５～０．１５まで４回

０．０５～０．０７５まで８回

０．０３８～０．０５まで１２回

０．０１９～０．０３８まで１６回

０～０．０１９まで１６回より多

魚のダイオキシン類濃度魚の摂取許容回数／月


